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単年度収支差と準備金残高等の推移 （協会会計と国の特別会計との合算ベース）
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単年度収支差

保険給付費等に要する
費用の１ヵ月分相当

財政特例措置期間

3.9ヵ月分

3.4ヵ月分

3.1ヵ月分

[年度]

3.8ヵ月分準備金残高

（6年度） （9年度） （12年度） （15年度） （20年度） （22年度） （27年度）
・食事療養費 ・患者負担2割 ・介護保険制度導入 ・患者負担3割、総報酬制へ移行 ・後期高齢者 ・国庫補助率 ・国庫補助率

制度の創設 医療制度導入 13.0％→16.4％ 16.4％
（4年度） （10年度） （14年度、16年度、18年度、20年度）
・国庫補助率 診療報酬・薬価等 診療報酬・薬価等のマイナス改定 （28年度、30年度、R1年度）
16.4％→13.0％ のマイナス改定 診療報酬・薬価等

老人保健制度の対象 のマイナス改定
年齢引上げ（14年10月～）

8.2%
（H4.4月～）

8.5%
（H9.9月～）

8.2%
（H15.4月～）

（注）1.平成8年度、9年度、11年度、13年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.平成21年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
3.協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の１カ月分を準備金（法定準備金）として積み立てなければならないとされている
（健康保険法160条の2）。

保険料率
8.4%

[億円]

（H22年度） （ H23年度） （H24年度～）
9.34% 9.50 % 10.00 %

4.3ヵ月分
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（注）端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

協会けんぽの財政構造（令和元年度決算）

○ 協会けんぽ全体の支出は約１０．３兆円だが、その約４割、約３．６兆円が高齢者医療への拠出金に
充てられている。
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医療給付

5.8兆円

（55.8%）

高齢者医療制

度への

拠出金

（介護を除く）

3.6兆円

（35.1%）

現金給付

0.6兆円

（5.8%）

健診・

保健指導費

1,223億円

（1.2%）

事務経費

657億円

（0.6%）
その他

1,504億円

（1.5%）

支 出 10兆3,298億円

保険料

9.6兆円

（88.3%）

国庫補助等

1.2兆円

（11.1%）

その他

645億円

（0.6%）

収 入 10兆8,697億円



協会けんぽの保険財政の傾向

●近年、医療費（１人当たり保険給付費）の伸びが賃金（１人当たり標準報酬）の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造
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・乳幼児の患者負担の軽減
（３歳未満→就学前）
・診療報酬改定 ▲0.82％

診療報酬改定
＋0.19％

診療報酬改定
＋0.00％

賃金
（１人当たり標準報酬月額）

診療報酬改定
＋0.10％

（※１）

（※１）数値は平成20年度を１とした場合の指数で表示したもの。
（※２）▲1.31%は、28年度の改定率▲0.84％に薬価の市場拡大再算定の特例の実施等も含めた実質的な改定率である。
（※３）消費税率10％への引き上げに伴い令和元年10月より改定。

医療費
（加入者１人当たり保険給付費）

赤字構造

年度

診療報酬改定
▲1.31%（※2）

標準報酬月額上限引上げ

121万円→139万円

診療報酬改定
▲1.19%

診療報酬改定
▲0.07%（※3）
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協会けんぽの後期高齢者支援金の推移

●近年、後期高齢者支援金は、総報酬割の拡大により一時的に伸びが抑制されていたが、今後は大幅な増加が見込まれている。
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H27年度

(2015年度)

H28年度

(2016年度)

H29年度

(2017年度)

H30年度

(2018年度)

R元年度

(2019年度)

（決算見込み）

R2年度

(2020年度)

（賦課額）

R3年度

(2021年度)

R4年度

(2022年度)

R5年度

(2023年度)

R6年度

(2024年度)

R7年度

(2025年度)

後期高齢者支援金の支出額

人口に占める75歳以上の割合

※（ ）は前年度からの増減

1/2

総報酬割

2/3

総報酬割
全面総報酬割1/3総報酬割（Ｈ22.8～）総報酬割の導入

(※1) 後期高齢者支援金については、当該年度の支出額（当該年度の概算分と2年度前の精算分、事務費の合計額）である。

(※2) 人口に占める75歳以上の割合については、H30年度以前の実績は「高齢社会白書」(内閣府)、R元年度以降の推計値は「日本の将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所、H29年推計)による。

(※3）R3年度以降の推計値は、百億円まるめで記載している。

（◯ は推計値）（※2）

（※1）

（※3）

段階的に総報酬割が拡大
（一時的に支援金の伸びを抑制）

後期高齢者支援金の支出額（一定の前提を置いた見込）

支援金の

負担の増加

（将来推計人口等の一定の前提に基づく推計）

[21,320] [21,400]

[22,100]

[22,900]

[24,000]

[24,900]

大規模健康保険組合の解散の

影響による高い伸び（約370億円）

（億円）
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協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数）
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75歳未満の者の制度別加入者数及び75歳未満人口の推移

6



7

4.3

0.7

▲ 2.00

▲ 1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2

(%)

年度

月

実績

平成31年4月～
大規模健康保険組合解散
の
影響がなかった場合

対前年同月比被保険者数の伸び率の推移
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医療技術の高度化に伴う高額な医薬品や再生医療等製品の薬価収載

○近年、医療技術の高度化に伴い、高額な医薬品や再生医療等製品が薬価収載されている。(下表参照)

○これらの多くは、対象疾患が希少がんや難病など患者数が限定的であるが、オプジーボのように、効能・効果の
追加により対象疾患が拡大し、医療費(薬剤費)に与えるインパクトが非常に大きくなる場合がある。

○また、下表のほか、米国で販売承認されているリンパ腫治療薬の「イエスカルタ」(１患者当たり約4,000万円)や、
遺伝性網膜疾患治療薬の「ラクスターナ」(両眼１回分約9600万円)についても、日本で販売承認申請される可能性
があるなど、今後も高額な医薬品や再生医療等製品の薬価収載が増えていくことが見込まれる。

近年薬価収載された高額な医薬品や再生医療等製品の例

医薬品名 保険収載年月 効能・効果
費用

（薬価収載時）

ピーク時
予測患者数
(薬価収載時)

ピーク時
予測販売金額
(薬価収載時)

オプジーボ点滴静注 2014年9月 非小細胞肺がん等
(収載後、対象疾患が拡大)

約3,500万円(※1)
(体重60kgで1年間の場合)

470人

(2018年度新規処方患者数
(推計)：約21,000人)(※2)

31億円

(2018年度販売金額：
906億円)(※2)

ステミラック注 2019年2月 外傷性脊髄損傷 約1,500万円(１回分) 249人 37億円

キムリア点滴静注 2019年5月
Ｂ細胞性急性リンパ芽
球性白血病等

約3,350万円
(１患者当たり)

216人 72億円

レブコビ筋注 2019年5月
アデノシンデアミナー
ゼ欠損症

約2億2,000万円
(体重60kgで1年間の場合)

8人 9.7億円

ゾルゲンスマ点滴静注 2020年5月 脊髄性筋萎縮症 約１億6,700万円 25人 42億円

（以下の表は中央社会保険医療協議会資料等に基づき作成）

(※1)累次の薬価改定により、薬価収載時と比べ、価格が約76.4％引き下げられた。(100mg10mL１瓶の価格：薬価収載時＝72万9,849円、2019年8月時点＝17万2,025円)
(※2)小野薬品工業株式会社の公表資料に基づき作成。



291,097
290,438 

288,383

292,822 292,462

283,790

287,256

285,384

283,274

279,216

276,892

270,000

275,000

280,000

285,000

290,000

295,000

300,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

202004-202006 201904-202003 200804-200903（リーマンショック200809） 200904-201003（リーマンショック後）

平均標準報酬月額の推移

○ 前年度３月の定年退職等や毎年度４月の新規採用に伴い、４月に平均標準報酬月額は減少し、その後４月から６月の給与総額を算定の基
礎として９月に標準報酬の改定が行われ増加するのが一般的である。

（円）

リーマンショック（2008年９月）

リーマンショック後の平均標準報酬月額は減少傾向

７月数値は速報値
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加入者一人当たり医療給付費と対前年同月伸び率の推移 （全国）
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加入者一人当たり医療給付費と対前年同月伸び率の推移 （青森）

12,825 

12,044 

11,688 

11,993 

12,872 

11,975 

12,105 

12,701 

12,463 

12,940 

12,137 

11,663 

13,055 

11,487 

10,749 

12,243 

1.8%

-4.6%
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■データ出典 協会けんぽ月報 第1表 都道府県別加入者数等の状況 第2表 都道府県別保険給付費・医療費の状況 （協会けんぽＨＰ掲載データ）

（円）



 協会けんぽでは、年齢構成や所得の調整を行った後の「医療費の地域差」を反映した都道府県単位保
険料率を設定。

 全国平均は10.00％であり、最高は佐賀県の10.73％、最低は新潟県の9.58％である。

令和２年度の都道府県単位保険料率

北海道 10.41％ 石川県 10.01％ 岡山県 10.17％

青森県 9.88％ 福井県 9.95％ 広島県 10.01％

岩手県 9.77％ 山梨県 9.81％ 山口県 10.20％

宮城県 10.06％ 長野県 9.70％ 徳島県 10.28％

秋田県 10.25％ 岐阜県 9.92％ 香川県 10.34％

山形県 10.05％ 静岡県 9.73％ 愛媛県 10.07％

福島県 9.71％ 愛知県 9.88％ 高知県 10.30％

茨城県 9.77％ 三重県 9.77％ 福岡県 10.32％

栃木県 9.88％ 滋賀県 9.79％ 佐賀県 10.73％

群馬県 9.77％ 京都府 10.03％ 長崎県 10.22％

埼玉県 9.81％ 大阪府 10.22％ 熊本県 10.33％

千葉県 9.75％ 兵庫県 10.14％ 大分県 10.17％

東京都 9.87％ 奈良県 10.14％ 宮崎県 9.91％

神奈川県 9.93％ 和歌山県 10.14％ 鹿児島県 10.25％

新潟県 9.58％ 鳥取県 9.99％ 沖縄県 9.97％

富山県 9.59％ 島根県 10.15％ ※ 全国平均では10.00％
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青森支部における保険料率の変遷

○協会けんぽでは、これまで全国一律であった保険料率を、地域の医療支出等に見合った保険料率とする「都道府県単位保険料率」を設定する
こととされた。

○なお、急激な保険料の変化を緩和するため、「令和2年3月31日」（令和元年度末）を期限とする激変緩和措置がとられていた。
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全 国

平均保険料率（％）

（前年度比）
8.20 8.20 9.34 9.50 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

激変緩和措置 - 1/10 1.5/10 2/10 2.5/10 2.5/10 2.5/10 3/10 4.4/10 5.8/10 7.2/10 8.6/10 -

変更時期
（納付月）

- Ｈ21.10 Ｈ22.4 Ｈ23.4 Ｈ24.4 Ｈ25.4 Ｈ26.4 Ｈ27.5 Ｈ28.4 Ｈ29.4 Ｈ30.4 Ｈ31.4 R2.4

国庫補助 13.0％ 16.4％（財政特例措置） 16.4％（恒久措置）

単年度収支差
（億円）

▲2,290 ▲4,893 2,540 2,589 3,104 1,866 3,726 2,453 4,987 4,486 5,948 5,399 -

準備金残高
（億円）

1,539 ▲3,179 ▲638 1,951 5,055 6,921 10,647 13,100 18,086 22,573 28,521 33,920 -

年 度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

青森支部
保険料率（％）

（前年度比）

8.20 8.21 9.35 9.51 10.0 10.0 10.0 9.98 9.97 9.96 9.96 9.87 9.88

（＋0.01） （＋1.14） （＋0.16） （＋0.49） （△0.02） （△0.01） （△0.01）

（＋1.14） （＋0.16） （＋0.5）

（△0.09） （+0.01）


